
 

令和８年度排水設備主任技術者試験及び受験講習の日程について  

 

１  排水設備主任技術者試験 

（ 1）  試験時間  午後１時 30分から午後３時 30分まで  

（ 2）  受付開始  午後０時 30分から（試験説明：午後１時 20分から）  

実施日 会 場 

令和８年 10月 28 日(水) 
【水戸会場】 茨城県建設技術研修センター 

 (水戸市青柳町 4193） 

 

２ 受験講習 

（ 1）  講習時間  午後１時 30分から午後４時 30分まで  

（ 2）  受付開始  午後０時 30分から  

実施日 会 場 

令和８年９月４日(金) 
【水戸会場】 茨城県建設技術研修センター 

 (水戸市青柳町 4193） 

 

３  会場  

 水戸会場  

市町村  

及び  

下水道組合  

水戸市  筑西市  美浦村  

日立市  坂東市  日 ・ 高 広 域 下 水 道 組 合  

土浦市  稲敷市  取 手 地 方 広 域 下 水 道 組 合  

古河市  かすみがうら市   

石岡市  桜川市   

結城市  神栖市   

龍ケ崎市  行方市   

下妻市  鉾田市   

常総市  つくばみらい市   

常陸太田市  小美玉市   

北茨城市  茨城町   

笠間市  大洗町   

牛久市  城里町   

つくば市  阿見町   

ひたちなか市  河内町   

鹿嶋市  八千代町   

潮来市  五霞町   

守谷市  境町   

常陸大宮市  利根町   

那珂市  東海村   

 

茨城県下水道協会  
 



受験申込注意事項について 

「茨城県下水道協会排水設備主任技術者試験及び更新講習等実施要綱」及び同要領（以下「要綱等」

という）抜粋。 

 

１ 受験資格について（別表１参照） 

受験資格については、次の第１号から第３号のどれかに該当することが要件です。 

なお、経験年数は申込日現在とします。 

【第１号】高等学校以上の土木工学科又はこれに相当する課程を修了して卒業した者 

（実務経験を要しません。） 

【第２号】高等学校を卒業し、排水設備工事等の設計又は施工に関し１年以上の実務 

経験を有する者 

【第３号】排水設備工事等の設計又は施工に関し２年以上の実務経験を有する者 

 

※  ただし、以下の（1）から（3）までに該当する者は受験できません。 

（1） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（2） 不法行為等によって試験の合格又は条例等に違反して主任技術者として登録を 

取り消され、２年を経過していない者 

（3） 精神の機能の障害により主任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、 

  判断及び意思疎通を適切に行うことができない者（該当しないことを証明するため 

に、様式第１号「排水設備主任技術者試験受験申込書」の誓約書欄に署名をしてく 

ださい。） 

 

２ 受験申込書(様式第１号)及び添付書類について 

（1）受験申込書の記入方法 ※受験申込書の太枠内は、すべて記入してください。 

ア 現住所     住民票に記載の住所を記入してください 

イ 氏名      下段の受験票にも記入してください。 

ウ 生年月日    西暦で記入してください(下段の受験票にも記入) 

エ 勤務先の所在地及び商号又は名称 

          現在の勤務地について記入してください。 

（現在勤務していない場合は記入不要） 

オ 実務年数    申込日現在とし、履歴書の職歴欄の年数と一致させてくだ 

さい。 

  カ 最終学歴    受験資格を確認するため、最終学歴について記入してください。 

キ 添付書類    提出する書類に「✓」印を入れてください。 

ク 誓約書     内容を確認の上、署名をしてください。 

ケ 写真      ２枚(３か月以内に撮影したもの、上半身脱帽、縦３cm×横2.5cm) 

 

 

受験希望者用 



 

 (2) 添付書類について 

ア 履歴書 

・市販されている用紙を使用してください。写真は不要です。(申込書には必要です) 

・学歴及び職歴欄は、最終学歴から現在までを記入してください。 

イ 卒業証明書（卒業証書の写しでも可） 

・第１号又は第２号に該当する方は提出してください。 

ウ 資格を証明する書類（資格証明書） 

・第２号又は第３号に該当する方は提出してください。 

・実務年数を証明する書類です。下水道又は水道に関する実務経験のある勤務先で証 

明を受けてください。第２号は１年以上、第３号は２年以上となりますので要件を 

満たす証明を受けてください。 

エ 住民票 

・受験者本人の住民票抄本(原本１枚、３か月以内発行のもの) 

オ 振込証明書(「手数料の振込み方法について」を確認してください) 

・手数料を振込後、受験申込書の裏面に貼付してください。 

 (日付・氏名・振込金額が記載されてるものであれば可。) 

・受験手数料は2,000円です。(振込手数料は個人負担となります) 

・受験講習に参加希望の方は、受講手数料4,000円も同時に納入してください。 

（試験のみを希望する方は2,000円、試験・講習会の両方を希望する方は6,000円です。） 

 

＜振込先＞ 常陽銀行日立支店 普通預金 №1941210 「茨城県下水道協会」 

 

３ 試験及び受験講習について 

 (1) 事前に受験者を対象とした受験講習会を実施します。講習会参加者には、(公社)日本

下水道協会発刊のテキストを配布します。 

(2) 講習会及び試験当日は、受験票・ＨＢ以上の鉛筆又はシャープペンシル・消しゴム・ 

    計算機能のみの計算機(プログラム機能付きは不可)を持参してください。 

(3)  携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等の使用はできません。 

 

４ 試験科目・合格基準について 

(1) (公社）日本下水道協会が作成する共通試験問題です。  

 (2) 出題範囲は、下水道法令及び「下水道排水設備指針と解説」の項目です。 

 (3) 出題設問数は、30問です。 

 (4) 出題形式は、択一式、穴埋め式、○×式を組み合わせたものです。 

 (5) 解答方式は、マークシート方式です。 

 (6) 満点は、100点です。（法令：30点、技術：70点） 

 (7) 合格基準は、総得点70点以上かつ法令及び技術の各分野の得点率が50％以上です。 

 



 

５ 試験結果について 

12月中旬から下旬までに、各市町村又は下水道組合を経由して、受験者全員に合否を通知
します。(ホームページに合格者の受験番号は掲載しません) 

 

６ その他(注意事項) 

(1) 申込みは、必ず各市町村又は下水道組合の受付窓口で行ってください。申込締切日は、

令和８年７月31日(金)【全部の市町村･下水道組合統一です】 

※郵送による申込みや茨城県下水道協会事務局に直接申し込むことはできません。 

(2) 受験講習会の申込みは、受験申込みの際に受付窓口で申し出てください。受験講習会 

当日も「受験票」をご持参ください。  

(3) 試験は、指定された会場以外で受けることはできません。 

(4) 試験会場では、指定の席に着き机上に受験票を置いてください。 

(5) 試験問題を持ち帰ることはできません。 

(6) 試験開始時間に遅れた場合には、入場できないことがあります。 

(7) 一度納入した受験手数料及び受講手数料は、返金いたしません。ただし、自然災害等に 

より試験及び受験講習を中止した場合は、手数料を返金いたします。 

※ 受験講習を中止した場合は、受験講習用テキストを受講者に送付し、受講手数料 

（4,000円）からテキスト購入代相当分等を差し引いて返金します。 

※ 受験講習実施後に試験が中止になった場合、受講手数料は返金いたしません。 

 

 

以 上 



手数料の振込み方法について 

 

■手数料 

受験手数料 2,000 円 

受講手数料 4,000 円 

受験・受講する場合 6,000 円 

 

■振込方法 

①ネットバンキングで振込の場合 

 ・指定口座に振込後、振込が確認できる「振込完了、取引履歴の画面等」（振込金額、

振込した日付、氏名が確認できるもの）の写しを添付してください。 

※会社から複数名を同時に振り込まれた場合、画面を印刷し余白に全員の氏名と金額

を記入し、申込み者それぞれにコピーを添付してください。 

 

②ATM で振込の場合 

 ・ATMで振込後、発行される「利用明細書」を添付してください。(コピー可) 

 

③銀行窓口で振込の場合 

 ・銀行窓口では備付けの振込用紙(又はタブレット)で必要事項を記入(入力)の上、 

  銀行窓口で振込ください。（領収書を申込み書の裏に貼ってください。コピー可） 

 

 ■振込先 

常陽銀行 日立支店 
預金種目 普通 

口座番号 １９４１２１０ 

フリガナ イバラキケンゲスイドウキョウカイ 

口座名義 茨城県下水道協会 

 

  

 



別表１

卒業証明書 資格証明書

第７条第１項

第１号

高等学校以上で土木工学科又はこれに相当する課程を修了して卒業した者

※これに相当する課程とは
　１　土木科、農業土木科及び農業工学科
　２　建築科、建築工学科及び設備工学科
　３　衛生工学科
　４　その他上記１から３までに相当する者として協会長が認める課程

要 不要

第７条第１項

第２号

高等学校以上（上記課程以外）を卒業した者で、実務経験が１年以上２年未
満の者

要 要

第７条第１項

第３号
実務経験が２年以上の者（学歴不問） 不要 要

※受験できない者

受験資格及び添付書類一覧　　　

上記の要件を満たしていても、以下に該当する者は受験できません。

１　破産手続開始の決定を受けて復権していない者

２　不法行為等によって試験の合格又は条例等に違反して主任技術者として登録を取り消され、
  ２年を経過していない者

３　精神の機能の障害により主任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び
  意思疎通を適切に行うことができない者

資格条件実施要綱
添付書類


